
西東京市文化財保存・活用計画　施策の取組み状況

施策の柱１ 文化財の調査・研究

施策の方向

1-1 文化財の計画的で総合的な調査の推進 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・下野谷遺跡の保存,整備のための内容確認調査
のほか、市内の埋蔵文化財の確認,記録のための
発掘調査を実施した。
・市指定文化財の現状確認を実施した。
・かつての産業（藍）や景観（屋敷林）につい
て聞き取り調査を市民団体と共同で実施した。
・関連文化財群の調査において調査員制度を導
入した（天神社総合調査）。【以上：社会教育
課】
・伝統文化等継承事業補助金を５団体へ交付
し、実施する事業を通し、地域の伝統文化につ
いて検討した。【文化振興課】
・屋敷林の保存活用計画を策定に向け、近隣住
民、ボランティア団体と意見交換会を実施し、
緑化審議会からの答申、庁内検討委員会の意見
等を取りまとめ、保全活用方針を策定した。
【みどり公園課】

・下野谷遺跡の保存・活用・整備に向けた確
認調査を実施するとともに、市内埋蔵文化財
の保護のための調査を引き続き実施する。
・新たに存在が確認された文書について調査
する。
・建造物の悉皆調査を報告書にまとめる。
・調査員制度を導入し、天神社の総合調査結
果をまとめる。【以上：社会教育課】
・伝統文化等継承事業補助金制度を通し、団
体を支援しながら、本市の伝統文化の現状調
査を行う。【文化振興課】
・特別緑地保全地区（屋敷林）の保全活用方
針に基づき、緑化審議会を中心に、今後の計
画策定に反映させる。また、屋敷林の活用を
通し、みどりの保全について、意識啓発等を
図る。【みどり公園課】

1-2 文化財の記録 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・下野谷遺跡ならびに郷土資料室収蔵品のデー
タベース化を更新した。
・建造物の悉皆調査の報告書の作成に着手し
た。【以上：社会教育課】
・調査研究のための閲覧希望に対して、電子化
資料を提供した。
・市史編纂資料324点を電子化した。【以上：
図書館】

・建造物調査の報告書を刊行する。
・未報告の下野谷遺跡発掘調査報告書の作成
する。
・地域の伝統文化等に関する映像記録の手法
等について調査研究を行う。【以上：社会教
育課】
・市史編纂資料文書の電子化し、公開を進め
る。【図書館】

備考

　文化財の保存・活用を進めるために、まず、市内に所在する文化財を
把握する必要があります。本市の歴史、文化等を理解する上での題材と
して、市内の文化財の保護を進めるための基本的な情報として、様々な
類型の文化財について調査を進めます。埋蔵文化財の調査、指定文化財
（有形文化財・無形文化財）の現状確認、未指定の有形文化財（建造
物・石造物・文書等）、昔の生活の聞き取り等も含めて、本市の歴史、
文化等について調査し、本市の文化財の基礎情報を整えます。
　また、文化財の周辺環境についても、調査・研究を行い、本市の歴
史、文化等を一定のテーマから考える物語（ストーリー）に役立てま
す。
　このように、文化財の総合的な調査に当たり、庁内関係部署の連携を
図るとともに、専門家等の協力を得て取組を推進します。

　市内の文化財を守り、後世に引き継ぐため、文化財について整理・記
録することによって、その所在と価値を明らかにします。
　図書館では、古文書、絵図等のデジタル化等を実施し、整備・保存す
るとともに、郷土資料室では、土器や民具資料等のデータベース化や各
種調査結果報告書の刊行を進めます。
　また、文化財等資料のデジタルデータ化や映像の記録化とともに公開
を進め、市民が活用しやすい環境を整備します。

備考

資料２

1/9



施策の柱２ 文化財の保存管理の推進

施策の方向

2-1 文化財の保存管理対策の推進 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・指定・登録文化財の現状確認と助言、管理謝
金等の支援を行った。
・天神社に関連する文化財について、総合調査
を実施し、個々の文化財の把握・価値付け等を
行った。
・史跡下野谷遺跡の追加指定を進めた。
・建造物の国登録文化財に向けた意見具申を
行った。
・下野谷遺跡ならびに郷土資料室収蔵品のデー
タベース化を継続して実施し、その際公開に向
け、個人情報の精査を行った。
・消防設備点検を実施した（旧下田名主役宅）
【以上：社会教育課】
・ 文化財の指定を受けた家屋、史跡等又はその
敷地について固定資産税を減免を実施した。
【資産税課】

・史跡下野谷遺跡の追加指定を進める。
・劣化の進む石造物について保護等の方法を
調査検討する。
・未指定の文化財について、現況確認等の方
法を検討する。
・継続してデータベースの更新を進める。
・文化財防火デーに伴う消防演習、消防設備
点検を実施する。
【以上：社会教育課】
・文化財の指定を受けた家屋、史跡等又はそ
の敷地について固定資産税の減免を実施する
【資産税課】

2-2 文化財の担い手の育成・支援 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・文化財所有者への管理方法などへの助言を
行った。【社会教育課】
・伝統文化等継承事業補助金制度により、５団
体への支援を実施した。
・「日本の文化体験フェス」in市民文化祭など
で学生が伝統文化を体験する機会を提供した。
・伝統文化親子教室事業（文化庁補助事業）に
ついて市民活動団体へ周知し、その実施により
伝統文化を体験する機会を提供した。【以上：
文化振興課】
・市民協働推進センターにおいて、協働の推
進、市民活動の活性化、担い手の育成など、多
角的なサポートを継続して実施した。  【協働
コミュニティ課】

・文化財所有者への管理方法などへの助言を
行う。【社会教育課】
・補助金の交付によって団体を支援にする。
・若い世代へ、伝統文化を体験できる機会の
提供に努める。
・伝統文化親子教室事業などを活用し、伝統
文化を行う団体への支援や場の提供に努め
る。
・関連部署と連携を図り、伝統文化行事の取
組を支援し、担い手の育成・支援に努める。
【文化振興課】
・多角的なサポートを継続して実施してい
く。【協働コミュニティ課】

2-3 文化財保護制度の充実 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

４回の文化財保護審議会を開催し、天神社等の
調査審議を行った。【社会教育課】

・文化財保護審議会を開催し、文化財の保護
に対する審議を行う。
・天神社の総合調査等の取組みを進める中
で、登録文化財制度の制度化に向けた調査研
究を行う。
・文化財の指定等に向けた調査・検討を行
う。【社会教育課】

　指定文化財等の劣化や破損等を防止するために、専門機関からの助言
等を受け、文化財の特性・所有状況に応じた保存・管理等の支援をしま
す。
　文化財の保存施設では、防犯・防災設備の設置や防火等の安全対策を
図ります。
　また、行政各部署の地図データシステム等の連携を進め、地図情報の
一体的な管理を進めます。
　市内に所在する文化財は、類型や所在、管理方法が多様であり、その
収蔵情報を総合的に把握する収蔵システム構築の検討を進めます。

備考

　有形文化財（建造物・美術工芸等）の維持・管理や無形文化財（伝統
芸能・民俗芸能等）の担い手の知識・技術の向上や育成を支援するとと
もに、伝統文化行事の取組を支援します。
　指定文化財等の所有者に対して、文化財の維持管理や活用についての
相談対応等、細やかな支援を行います。
　無形文化財等の担い手団体等に対しては、伝承の機会提供をするとと
もに、活動や伝承についての課題に専門的な助言等をし、担い手の育
成・支援を進めます。

　文化財保護審議会での調査審議や研究を進めることによって、指定文
化財制度の効果的な運用や文化財の保存及び活用に努めます。
　また、指定文化財等の修復や維持等、所有者の負担軽減や活用に関す
る支援等の検討を進め、制度の充実を図ります。
　市域から失われつつある文化財を保護するため、指定文化財制度を補
完し、文化財を幅広くとらえる登録文化財制度等の導入を検討し、市民
がより身近なものとして文化財を認識できる仕組みづくりに努めます。

備考

備考
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施策の柱３ 文化財の普及啓発及び活用の推進

施策の方向

3-1 文化財情報の公開・発信 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・市の定期刊行物（市報、西東京の教育、公民
館だより）、ＨＰ、facebook、アプリ、プレ
スリリースで動画の活用を検討しながら、文化
財に関する情報を発信した。【秘書広報課・情
報推進課・教育企画課・公民館・社会教育課】
・「ＶＲ下野谷縄文ミュージアム」アプリ配信
をした。
・東京国立博物館特別展と連携し東博にて下野
谷遺跡をＶＲで見ることができるＶＲスコープ
及び文化財マップを配布した。
・多摩郷土誌フェアへ参加し、市文化財の情報
発信を行った。
【以上：社会教育課】
・図書館HPのコンテンツは昨年度の状態を維
持しながら、電子化資料の公開方法について検
討した。【図書館】

・市の刊行物、HP、アプリ、プレスリリー
スなどで積極的に文化財に関する情報提供を
行う。【秘書広報課・情報推進課・教育企画
課・社会教育課】
・下野谷遺跡のアプリの普及に努める。【社
会教育課】
・外部プラットフォーム（ＡＤＥＡＣ）を活
用して電子化資料の公開を進める。【図書
館】

3-2 文化財を活用した学校教育等の充実 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・市立中学校４校、小学校１校での出前授業を
実施した。
・中学校職場体験の受け入れを２校で５人行っ
た。
・学校にタブレットを貸し出すなど、授業での
VRの使用を推奨した。
・中学校社会科研究部会において、社会科教師
を対象とした研修を実施した。
・小学校の郷土クラブの活動を支援した【以
上：社会教育課】
・小学３年生で地域の方を講師として招聘し
て、昔遊び等について教えてもらう授業をし
た。
・郷土資料室を活用した授業を実施した。【以
上：教育指導課】

・小学校教育研究会社会科部と連携して学校
教育での文化財の活用を図っていく。【教育
指導課】【社会教育課】
・ICT教育への活用なども含め学校教育での
VRの活用を積極的に薦める【社会教育課】
・地域人材を活用した日本の伝統文化に係る
授業や郷土資料室を活用した授業を引き続き
実施する。【教育指導課】
・社会科副読本作成委員会の活動を通して、
下野谷遺跡に係る学習の充実を図るよう継続
した支援を実施する。【教育指導課】

　郷土の伝統や文化、歴史の学習として、文化財を生きた教材とし、総
合的な学習の時間や社会科（歴史）等の授業での積極的な活用を推進す
ることとします。文化財を活用した学習指導の実施や下野谷遺跡等の社
会科副読本、校外教育における郷土資料室等の活用を推進するほか、専
門家を授業へ派遣する出前授業を実施し、文化財を活用した学校教育の
充実を図ります。
　また、文化財に関する外部講師や学生ボランティア等の地域の協力を
得、学校が教育活動の一環として行っている土器製作や伝統芸能の体験
等、文化財や歴史、文化に関連した学校独自の取組を支援します。

　文化財を活用した市民活動を活性化するため、市が主体となった情報
の発信や講座・イベント等を実施し、文化財情報の周知を図ります。
　市報、教育広報紙等のほか、文化財マップや歴史・文化についての
リーフレット、市ホームページ、Facebook、Twitter を活用し、文化
財情報についての充実に努めます。
　地域のコミュニティラジオ等のメディアを活用した情報発信や、新た
な手段・コンテンツとして、スマートフォンアプリや動画等、発信方法
と内容の充実に努めます。

備考

備考
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3-3 生涯学習と連携した文化財に親しむ機会づくり Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・出前講座（３回）に講師を派遣した。
・郷土資料室において、特別展を２回実施し、年間来室
者はは1,714人であった（平成29年度2,472人）。
【社会教育課】
・公民館事業などへの資料提供・講師派遣を行った。
・子供のための地域を知る講演会「田の無い村と武士に
なった村長さん」を実施した。【以上:図書館】
・高齢者大学で文化財の講座（2回）を実施した【高齢
者支援課】
・屋敷林の保存活用計画策定に向け、近隣住民、ボラン
ティア団体と意見交換会を実施し、緑化審議会からの答
申、庁内検討委員会の意見等を取りまとめ、保全活用方
針を策定した。【みどり公園課】
・屋敷林や下野谷遺跡を活用した自然観察会などの体験
講座を４回実施した。【環境保全課】
・非核・平和パネル展、広島平和の旅などの事業、夏休
み平和映画会、非核・学習会などを実施した【協働コ
ミュニティ課】
・「みどりの散策路めぐり」のイベントで安全に歩くた
めのアドバイスや健康づくりを実施した。
・イベント等で縄文体操等を行った。【スポーツ振興
課】
・ 各児童館において、地域の育成会と連携し伝統文化
にふれあう行事（どんど焼き、餅つき大会、縁日など）
を実施した。
・昔遊びイベントを開催した。【以上：児童青少年課】
・伝統文化等継承事業補助金交付団が実施した事業（ど
んど焼き）を通じ地域の伝統文化にふれあう機会を提供
し、継承につなげた。
・西東京市民文化祭で若い世代が伝統文化にふれあう機
会を提供した。
・伝統文化親子教室事業（７団体７教室）を実施し、学
生が伝統文化にふれあう機会を提供した。【以上：文化
振興課】

・出前講座に講師を派遣する。【社会教育
課】
・「子どものための地域を知る講演会」を企
画する。【図書館】
・高齢者大学を開講し、郷土の歴史を学べる
講座を実施する。【高齢者支援課】
・特別緑地保全地区（屋敷林）の保全活用方
針に基づき、緑化審議会を中心に、屋敷林の
新たな可能性を見出し、今後の計画策定に反
映させる。
・屋敷林の活用を通し、みどりの保全につい
て、意識啓発等を図る。【以上：みどり公園
課】
・伝統文化等継承事業補助金にて、子どもが
参加しやすい、伝統文化にふれあう機会の提
供を行い、地域文化の継承を図る。
・西東京市民文化祭にて、若い世代へ、伝統
文化を体験できる機会の提供に努める。
・関連部署と連携を図り、どんな子どもでも
参加しやすい仕組みづくりを検討する。【以
上：文化振興課】

3-4 市民の参加による文化財普及啓発の推進 Ｈ30年度取組概要 Ｒ元年度取組予定概要

・市民活動団体との共催事業（「保谷のアイ」）を
実施し、研究成果を発表する場を提供した。
・協働コミュニティ課が実施しているNPO等企画提
案事業の採択事業を実施した。
・縄文の森の秋まつりでは市民活動団体などと協働
で下野谷遺跡の普及を行った。
・市民との共同研究で下野谷遺跡出土土器の圧痕分
析を行った。
・市民調査員制度を、総合調査において試行的に実
施した。
・イベント時における記録写真や市内文化財の定点
観測等について、市民ボランティアによる協力のも
と実施した。
・市民活動団体の研究テーマについて、調査・研究
の支援を行った。【以上：社会教育課】
・在住文化人を講師に招き、西東京縁（ゆかり）講
演会等を開催した（「西東京市における空襲と戦争
遺跡」「仏像の世界(見方)」「武蔵野の雑木林再生～
雑木林若返り作業18年の記録」）。
・市民の歴史研究会メンバーや団体等へ資料を提供
した。【以上：図書館】
・市民協働推進センターにおいて協働の推進すや市
民活動の活性化、担い手の育成など、多角的なサ
ポートを継続して実施した。【協働コミュニティ
課】
・文化財を活用している総合型地域スポーツクラブ
の支援を行った。【スポーツ振興課】

・市民協働の事業を実施し、市民活動の場を
提供する。
・市民調査員制度について、検討する。【社
会教育課】
・西東京縁（ゆかり）講演会等を開催し市内
外へ向けて西東京市ゆかりの人情報の発信す
る。また、市民の研究や活動を支援する。
【図書館】
・市民協働推進センターにおいて、多角的な
サポートを継続して実施していく。【協働コ
ミュニティ課】
・総合型スポーツクラブの活動を支援する。
【スポーツ振興課】

　市民が文化財行政について知見を深める機会として、出前講座を開設
し、講師を派遣します。また、市民が文化財について学び、理解を深め
る機会となるよう、文化財や歴史、文化についての研究成果の発表等、
多様な魅力を伝える講座やイベントを実施するとともに、公民館や図書
館と連携し、誰もが文化財を題材として学び、楽しむことができる機会
の充実を図ります。
　市民が文化財を実際に見て、体験して学べるよう、自然や環境、健康
や運動等の他部署の取組との連携を図り、文化財とその周辺環境を一体
として楽しめる文化財めぐりやウォーキング等の機会を提供していきま
す。
　また、文化財を活用した取組により、子どもが地域を知り、地域の文
化財を楽しむ機会の充実を図ります。

　市民や市民活動団体と連携し、文化財の保存・活用に取り組むことに
よって、文化財や歴史、文化の市民ニーズに沿った意識啓発事業を進め
ます。また、市民や市民活動団体が自ら学んだことや活動の成果を発揮
できる機会や場の拡充を進めます。
　文化財の周辺環境の維持等、行政、市民、市民活動団体がそれぞれの
役割を担うことによって、行政単独では成し得ない取組を検討します。

備考

備考
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3-5 文化財を活かした地域の魅力づくり Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・地元商店会の協力のもと、下野谷遺跡のキャ
ラクターなどを活用した関連商品（5種類）の
販売と、新たに１つの商品を開発・販売した。
・東伏見駅周辺に地元商店街の協力で下野谷フ
ラッグを設置した。【社会教育課】
・市民団体との共催で、市内の自然（緑）や文
化財に親しみ、地域の良さを再発見する「みど
りの散策路めぐり」を実施した。（年４回）
【みどり公園課】
・「みどりの散策路」めぐりを通じて健康情報
を提供した。【健康課】
・「蔵の里」にて、小学生に対し、昔と今の農
業の学習を実施した。【産業振興課】

・商品開発等、市内事業者、商店会等ととも
に文化財を通して地域の活性化を図る取組み
を定着させるための方策を検討・実施する。
・国登録文化財に登録された建物や、その地
域の歴史的建造物をめぐる文化財散策を実施
する。【社会教育課】
・健康増進にも役立ち、みどりや文化財に触
れる「みどりの散策マップ」の活用を促す。
【健康課】
・市民団体と「みどりの散策」を実施する。
【みどり公園課】
・「蔵の里」にて、小学生に対し、昔と今の
農業の学習を実施する。【産業振興課】

　文化財やその周辺環境を地域の資源に位置付け、地域の賑わいの創出
や誇りを持てる魅力として活かしていきます。
　本市の歴史、文化等を物語る文化的景観を活用した散策路の設定や散
策イベント等を実施し、地域の魅力を体験できる機会を提供します。
　市内事業者や商店会等と連携し、様々な視点での文化財を活かした地
域活性化の仕組みの構築を検討します。
　文化財を活用した地域の魅力の発信として、文化財キャラクターを積
極的に活用したり、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等
の新たな媒体を活用したりすることで、楽しめる文化財情報を市内外に
提供する環境づくりを進めます。

備考
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施策の柱４ 文化財の保護環境の充実

施策の方向

4-1 都市計画と連携した文化財保存・活用の環境づくり Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・観光振興事業「カードラリー」の配布ポイン
トとして田無神社の協力で実施した。
・みどり公園課と連携し、下保谷四丁目特別緑
地保全地区でのイベントで農産物や一店逸品認
定店によるパン等の販売を実施した。【以上：
産業振興課】
・「みどりの散策マップ」を配布し（改訂版作
成）し、みどりの保全についての意識啓発に努
めた。
・散策マップを活用した、市民団体との協働で
散策路めぐりを実施した。
・屋敷林の保存活用計画策定に向け、近隣住
民、ボランティア団体と意見交換会を実施し、
緑化審議会からの答申、庁内検討委員会の意見
等を取りまとめ、保全活用方針を策定した。
・屋敷林でのイベントを通じ、みどりの保全に
ついて、意識啓発に努めた。【以上：みどり公
園課】
・天神社の総合調査を実施している。
・下野谷遺跡整備基本計画を策定した。【以
上：社会教育課】

・引き続き取組み連携を検討する。【産業振
興課】
・ 散策マップを活用し、市民団体との共催
で散策路めぐりを実施する。
・特別緑地保全地区（屋敷林）の保全活用方
針に基づき、緑化審議会を中心に、屋敷林の
新たな可能性を見出し、今後の計画策定に反
映させる。【みどり公園課】
・天神社総合調査の結果をまとめる。
・下野谷遺跡整備基本計画に基づき、実施設
計を行う。【社会教育課】

4-2 文化財の保護・学習拠点の整備・充実 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・郷土資料室では、常設展示のほか特別展２
回、市内小学校社会科見学４校、出前授業小学
校１校、市内中学校職場体験２校実施し、本年
度の来室者は1,714人であった。
・東京国立博物館の特別展に合わせ郷土資料室
にて下野谷遺跡の特別展示を行うとともに、ダ
ブル見学ツアーを実施した。
・収蔵資料のデータベース化を進めるととも
に、展示の更新、活用についての検討を行っ
た。
・田無小学校管理棟移設工事中に出土した銃砲
刀剣類について一部保管している。
・市民ボランティアの協力のもと、市内文化財
や風景の定点観測など写真記録資料を収集し
た。
・夏休みの自由研究をサポートする期間を設
定・周知し、来室者の学習活動を支援する取組
みを行った。
【以上：社会教育課】
・市民協働推進センターにおいて、多角的なサ
ポートを継続して実施した。【協働コミュニ
ティ課】
・文書類の保存管理、保存資料の一部電子化、
ＨＰでの公開などを実施した。【図書館】

・引き続き文化財普及事業を実施し、歴史・
文化の理解を深める機会を提供する。
・ＨＰの内容を一部見直すともに、引き続き
各種イベントでの郷土資料室ＰＲや連携事業
の実施により、郷土資料室利用の向上を図
る。
・多摩六都科学館との連携事業を実施し、郷
土資料室の周知にもつなげる。【以上：社会
教育課】
・市民協働推進センターにおいて、多角的な
サポートを実施した。【協働コミュニティ
課】
・文書類の保存管理、保存資料の一部電子
化、ＨＰでの公開などを継続して実施する。
【図書館】

　本市には「武蔵野」の面影を残す農地や雑木林等が比較的多く残って
います。また、縄文時代の下野谷遺跡や社寺等の歴史的資源、祭り・行
事等の伝統文化、芸術、工芸等の地域固有の資源も見られます。こうし
た地域の歴史的・文化的資源を大切に守り、それらを損なうことのない
ようなまちづくりを目指す必要があります。
　自然・文化財の地域資源に親しめる環境づくりとして、鉄道駅を起点
として、公園や遺跡、地域の歴史をしのぶ社寺林、屋敷林・雑木林、
畑、並木等をつないで、地域それぞれの特徴ある風景・環境を楽しめる
散歩道を位置付けます。散歩道によって、歩行者優先や自転車利用に配
慮した道路空間やみどり豊かな歩行空間等、それぞれのルートの実情に
合わせて歩いて楽しい環境を創出し、市内全体のみどりを連続させ、歩
行者や自転車利用者が市内を快適に回遊できるような「みどりと水と歴
史のネットワーク」の形成に努めます。
　市内を通る鉄道の踏切については交通の円滑化や事故の低減に向け対
策を検討し、鉄道立体化の検討対象区間では、踏切をなくし、車や歩行
者がスムーズに通行できるよう、連続立体交差の実現に向けた取組を進
め、安全に自然・文化財を楽しめる環境を整えます。
　市内の雑木林・屋敷林等、貴重なみどりについては、特別緑地保全地
区や緑地保全地域等の手法を活用することにより、景観の保全に努めま
す。
　地域固有の景観を守り育てる上で、屋敷林・雑木林や水辺、農地等の
自然的景観、社寺等の歴史的景観の保全等とともに、市民主体の取組を
活性化させる仕組みづくりも検討し、魅力ある景観形成を目指します。

　西原総合教育施設内の郷土資料室は、資料収集・保存、展示、調査・
研究、教育普及等の活動を通して、誰もが幅広く本市の自然、歴史、文
化等を理解し、現在・未来を考える施設です。
　このことから、市内の遺跡からの出土品の保存や民具・農具の収集・
整理、展示等の公開の場であるとともに、市民や子どもの学習活動の場
として、整備及び機能の充実を図る必要があります。
　また、文化財の保護・活用に関わるボランティア等の育成の場とし
て、複合的な機能を併せ持つ学習拠点であることが期待されます。誰も
が安全・快適に利用できるように、バリアフリー化等の施設設備の整備
と管理を行うことも重要です。
　中央図書館内の地域・行政資料室では、古文書、古地図・絵図、歴史
文献等が保存管理されるとともに、保存資料の一部は電子化が進めら
れ、図書館のホームページ上においても公開されています。
　現在、文化財等の収蔵については飽和状態にあり、大学等、他の教育
機関等の協力を得て保管されている本市の埋蔵文化財等が保管できる場
所の確保が求められています。

備考

備考
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4-3 新たな保存・活用拠点の設置検討 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・「史跡下野谷遺跡整備基本計画」において、
施設の設置について短期的及び中・長期的に検
討を進めることとなった。【社会教育課】

・「史跡下野谷遺跡整備基本計画」に基づ
き、施設の設置について短期的及び中・長期
的に検討する。【社会教育課】

4-4 推進体制の充実 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・市民協働で下野谷遺跡の研究を行った。
・市民活動団体による調査研究の成果発表の場
として、共催イベントを行った。
・商店会イベントへの出展や下野谷遺跡関連商
品の開発・販売など、市内事業者や団体などの
連携して地域資源の活用に努めた。
・各種イベント及び遺物整理等において考古学
を学ぶ学生の協力を得た。 【以上：社会教育
課】
・市民協働推進センターにおいて、多角的なサ
ポートを継続して実施した。【協働コミュニ
ティ課】
・早稲田大学高等学院と協働し「理科・算数だ
いすき実験教室」を開催した。
・東大生態調和農学機構のフィールドにおい
て、野外観察会「探検！東大田無演習林」を開
催した。
・武蔵野女子学院中学校・高等学校長を講師に
向かえ、『「学校の変え方」とは？』をテーマ
に小・中学校教員や教育委員を対象にした講演
会を行った。
・武蔵野大学のインターン生を受け入れ、教育
委員会広報誌「西東京の教育」に学生の視点か
ら見た教育委員会についてのレポートを掲載し
た。【教育企画課】
・新規採用職員入庁時研修の一環として西東京
市の歴史に関する講義と下野谷遺跡の見学を実
施した。　【職員課】

・文化財の地域資源としての保存・活用につ
いて市内事業者や商店会との連携を検討、実
施する。
・ボランティアや市民活動団体との連携を推
進する。
・調査や普及事業への学生の参加を推奨し、
大学等との連携を深める。【社会教育課】
・市民協働推進センターにおいて、市民活動
団体能力の向上、活用については「市民活動
団体との協働の基本方針」の見直しにより更
なる充実を図る。【協働コミュニティ課】
・早稲田大学高等学院の協力を得て「理科・
算数だいすき実験教室」を継続して行うな
ど、早稲田大学との連携を進める。
・東大生態調和農学機構との連携を進める。
・武蔵野大学が有する資源を活用し、新たな
連携を検討・実施する。【以上：教育企画
課】
・新規採用職員入庁時研修の一環として社会
教育課と連携して実施する　【職員課】

　郷土資料室では、資料の収集や保管・展示、教育普及等の活動を通し
て、本市の歴史や文化等について、誰もが幅広く理解できるよう、支援
します。
　常設展示では、国史跡となった下野谷遺跡の発掘調査により出土した
埋蔵文化財をはじめとした収蔵資料を十分活用し、本市の歴史文化に関
する展示をします。より多くの市民や子どもの文化財に関する興味、理
解を深める機会とし、意識啓発を図ります。
　一方、その総合力を高めるために、市外の博物館等の社会教育施設・
民間事業者等と積極的な連携や協力が重要ですが、現段階では施設の特
性上の制約から資料の貸借を進めることが困難な状況があります。
　今後に向けて、専門学芸員の配置や各種機能の向上を図り、市外の博
物館等との連携等文化財を幅広く活用した学習機会を提供する施設につ
いて、調査・検討を進めます。また、市民の学習をより一層深め、文化
財ボランティア等の人材育成の拠点としての機能を併せ持つ、総合的で
専門的な拠点の設置について、検討を進めます。

　文化財保護においては、都市計画や環境、産業、防災、学校教育、生
涯教育等、様々な分野での専門的な取組が必要であり、文化財に関する
高度な知識・経験に加えて、行政のシステムや地域社会の実情を考慮し
つつ、それぞれが横断的に連携するような取組となるよう進めます。
　文化財の管理・整理や展示、調査・記録等ではボランティアや市民活
動団体等との多様な協働の取組を検討します。
　地域の財産である文化財等を、都市における観光やみどりの景観の保
全等とも結びついた歴史・文化のまちづくりへ活かすために、関連する
事業や活動との連携体制を充実させます。

備考
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4-5 関係する機関・団体との連携強化 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・玉川上水・小金井サクラについて、都・近隣
市と共同で整備説明会を開催した。
・多摩地域の自治体で連携して開催する「多摩
郷土誌フェア」に参加し、多摩地域の文化財の
普及啓発を行った。
・国や都と連携して史跡下野谷遺跡の範囲拡大
に努めた。【社会教育課】

・玉川上水・小金井サクラについて、都・近
隣市と共同で整備説明会を開催する。
・関連自治体、団体などと連携して事業を行
う。
・多摩地域の自治体で連携して開催する「多
摩郷土誌フェア」に参加し、多摩地域の文化
財の普及啓発を行う。
・全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会
役員会及び総会を西東京市が開催市となり多
摩六と科学館で行う。【以上：社会教育課】

　東京都が進めている玉川上水沿いの小金井サクラ並木の保全管理や、
史跡下野谷遺跡の周辺地域の公園事業、河川事業と連携して、本市にお
いてもみどりと水と歴史に親しめる空間づくりを進めるなど、国、東京
都、近隣の自治体との広域的に連携した活用の取組を進めます。
　また、多摩地域の自治体間や文化財保護を進める自治体との情報交換
等によってネットワークの形成や、文化財保存・活用の取組の充実を図
ります。

備考
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施策の柱５ 下野谷遺跡の保存・活用

施策の方向

5-1 史跡の継続的な調査・研究 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・史跡指定の内容確認調査を行った。
・試掘調査などで出土した未整理遺物のほか、
未報告資料の整理作業を行った。
・出土遺物、遺構のデータベース化を進めた。
・研究者と市民団体と連携して下野谷遺跡から
の出土土器の圧痕分析・植生研究を行った。分
析の結果、土器から漆やコクゾウムシが確認さ
れた。【社会教育課】

・史跡の保存・活用・整備にむけた内容確認
調査を実施する。
・未整理遺物の整理を行う。
・市民と協働での研究を継続して行い成果を
まとめる。【社会教育課】

5-2 史跡の継続的な保存・管理 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・「下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会」を設
置し、５回の会議を開催した。整備についての
検討や市民意見聴取のためアスタと東伏見ふれ
あいプラザでパネル展示を行い、「史跡下野谷
遺整備基本計画」を策定した。
・平成29度の追加指定地の取得と環境整備を
行った。
・新たに条件の整った土地３箇所の追加指定を
具申し、指定の答申を受けた。【社会教育課】
・下野谷遺跡の保護のため、計画的に用地１件
の取得を行った。【用地課】

・「下野谷遺跡整備基本計画」に基づき、実
施設計を行う。
・平成30年度に追加指定となった土地２件
の取得と環境整備を行う。
・条件の整った土地について、追加指定の手
続きを行う。【社会教育課】
・下野谷遺跡用地２件の取得を計画的に行
う。【用地課】

5-3 史跡整備と展示施設の設置 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・「史跡下野谷遺跡整備基本計画」を策定し整
備や展示施設等に係わる基本方針を定めた。
【社会教育課】
・下野谷遺跡公園の管理を実施した。 【みどり
公園課】

・史跡下野谷遺跡整備基本計画に基づき、実
施設計を行う。【社会教育課】
・下野谷遺跡公園の管理を実施する。【みど
り公園課】

5-4 史跡の活用の推進 Ｈ30年度取組概要 Ｒ１年度取組予定概要

・タブレットを積極的に活用するとともに、ス
マートフォン用アプリの配信により、史跡の周
知、活用に努めた。
・アスタ、東伏見ふれあいプラザにて下野谷遺
跡整備基本計画についてのパネル展示を行い、
アスタでは圧痕ワークショップも開催した。
・史跡での参加型事業（「縄文の森で春風と遊
ぼう」「縄文の森の秋まつり」）を実施した。
・史跡の普及事業を地元商店会、市民活動団
体、市民との協働で行った。
・出土品の再整理に学生の協力を得た。
・下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会委員とし
て早稲田大学教員に参画いただき、整備の検討
を行った。
・下野谷遺跡の活用において、東京都埋蔵文化
財センターと連携した取組みを行った。
・多摩六都科学館での圧痕ワークショップに共
催した。
・東京国立博物館特別展と連携した。【社会教
育課】

・ＶＲの活用を推進する。
・史跡での参加型事業を実施する。
・史跡の普及事業を地元商店会、市民活動団
体、市民との協働行う。
・学生等の協力を得ながら出土品の再整理を
実施する。
・近隣自治体や友好都市、関連団体等との連
携を図る。
・多摩六都科学館との共催事業の実施を予定
している。【社会教育課】

　史跡を将来的に保存し、活用するための整備計画を策定し、市街地の
特性を生かし、地域の財産となるような史跡整備を行います。
　史跡整備においては、国や都、近隣自治体、関係団体とも連携し、周
辺環境も含め検討します。
　また、遺跡や出土品を解説するための設備や施設の検討のほか、下野
谷遺跡を中心とした市内の文化・文化財の調査、研究、情報発信・活用
の拠点となるような地域博物館の設置についても、併せて検討を進めま
す。

備考

　史跡の価値と魅力を広く周知するために情報を発信します。
　また、生涯学習や学校教育での活用を積極的に推進するほか、市民活
動における歴史・文化等の保存や学習の活動へ活かしていけるよう、協
働の取組を推進します。
　史跡の保存・活用を庁内・教育機関・他の自治体等との幅広い連携の
中で進めます。

　国史跡として、縄文文化をはじめとした歴史文化の解明に役立ててい
くことが求められます。そのため、継続した調査・研究や、既存資料の
再整理等を幅広く他の研究機関とも連携しながら進め、史跡の新たな価
値を見出し、発信していきます。

　都市部の市街地に残された貴重な史跡を守り、次の世代へ伝えていく
ために、保存管理計画を策定し、適切に維持・管理し、保存を進めま
す。また、出土品を保存・管理するための収蔵システムや施設について
も検討します。

備考

備考

備考
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